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一般社団法人 山梨県サッカー協会４種委員会規約 

 

第１章 総則 

（名 称） 

第１条 本委員会は、一般社団法人山梨県サッカー協会４種委員会（以下「４種委員会」という。）と称し、

一般社団法人山梨県サッカー協会（以下「ＹＦＡ」という。）の統括を受ける。 

（事務所） 

第２条 ４種委員会は、事務所を４種委員長（以下「委員長」という。）宅に置く。 

第２章 目的及び事業 

（目 的） 

第３条 ４種委員会は、山梨県内に於いて活動する１２歳以下のサッカー選手の技術、資質の向上、及び

チーム相互の親睦、交流を図り、サッカーを通じて次代を担う子どもたちを健全に育成することを目的

とする。 

（事 業） 

第４条 ４種委員会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１） ４種委員会会員を対象とするサッカー大会の主催、主管 

（２） 競技、技術の研究及び指導者の育成に関する事業 

（３） その他の目的達成のための事業 

第３章 会員 

（会員資格） 

第５条 ４種委員会の会員は、公益財団法人日本サッカー協会（以下「ＪＦＡ」という。）に４種登録された団

体とする。 

（入 会） 

第６条 ４種委員会への入会は、ＪＦＡへの登録とともに４種委員会が別に定める「登録に関する内規」に

基づき委員長に届出書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。 

（退 会） 

第７条 退会しようとする会員は、理由を付して委員長に届け出なければならない。 

第４章 役員、評議員及び専門部 

(役 員) 

第８条 ４種委員会の役員は、甲府、峡中、峡北、峡東、郡東、郡南地区（以下「地区」という。）より選出さ

れた理事及び専門部長、特任委員代表をいう。 

２ ４種委員会の運営、事業推進のため理事の互選により次の役職を置く。 

(１) 委員長 １名 

(２) 副委員長 若干名 

(３) 会計 １名 

(４) 監事 １名 

３ 理事は、地区への情報伝達と意見集約を図り、４種委員会運営にあたる。 

４ 各地区の理事は、次のとおりとする。 
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(１) 甲府地区 ２名又は３名 

(２) 峡中地区 ２名又は３名 

(３) 峡東地区 ２名 

(４) 郡南地区 ２名 

(５) 郡東地区 ２名 

(６) 峡北地区 ２名 

５ 委員長に選出された理事の所属地区においては、理事１名を追加することができる。 

６ 特任委員代表は、ＹＦＡ理事及び特別委員会代表者をいう。 

(１) ＹＦＡ理事は、ＹＦＡ常務理事１名及びＹＦＡ理事若干名を、役員の中から委員長が指名する。 

(２) 特別委員会は、第１５条に規定するものの代表者。ただし、役員が兼務することができる。 

(任 務) 

第９条 役員の任務は次のとおりとする。 

(１) 委員長は、４種委員会を代表し、会を統括する。 

(２) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。 

(３) 会計は、４種委員会の会計を担う。 

(４) 監事は、４種委員会の会計を監査する。 

(５) 役員は、４種委員会の運営に当たる全ての責務を分担する。 

(役員の任期) 

第１０条 役員の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。 

（顧 問） 

第１１条 ４種委員会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、委員長経験者の中から理事会がこれを推薦し、委員長がこれを委嘱する。 

３ 顧問は、４種委員会の運営につき理事会及び委員長に助言することができる。 

（評議員） 

第１２条 ４種委員会に評議員を置く。 

２ 会員は、所属する指導者の中から１名を評議員として推薦し、役員任期更新時に届け出るものとする。 

３ 評議員は役員と重複することはできない。 

（評議員の職務） 

第１３条 評議員は、第１８条に定める総会及び評議員会において表決権を持ち、４種委員会の運営協

議に参加する。 

（評議員の任期） 

第１４条 評議員の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。 

（専門委員会及び専門部） 

第１５条 ４種委員会に事業の円滑な運営を目的として次の専門委員会及び専門部（以下「専門部等」と

いう。）を置く。 

（１） 事業運営部（各地区より２名） 

（２） 審判部（各地区より選出された者） 

（３） 技術委員会（県技術委員会より委嘱され、派遣された者） 

（４） キッズ部（各地区より選出された者） 
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（５） 広報部（各地区より１名） 

（６） リーグ運営委員会（理事会が指名した者及び各グループのリーダー） 

（７） フットサル委員会（フットサル委員会・C 種より推薦された者） 

（８） U-１２女子委員会 

２ 専門部等は、各地区より選出された部員、またはＹＦＡ委員会より派遣された者、理事会が指名した者

などにより構成し、互選等により、部長、副部長を選任する。 

３ ４種委員会に特別委員会を置くことができる。特別委員会は、理事会が指名した者により構成される。 

（専門部の役割） 

第１６条 専門部の役割は次の通りである。 

（１） 事業運営部  

総会、評議員会及び理事会で決定された事業の円滑な運営及び企画・立案等に加わる。また、

年間の主たる事業の運営について、設営から表彰まで行う。 

（２） 審判部  

ＹＦＡの審判委員会と連携を取り、資質の向上、技術の研鑽に努め、主たる試合の審判運営にあ

たる。 

（３） 技術委員会  

ＹＦＡの技術委員会と連携を取り、選手の育成、指導者のレベルアップに努め山梨県４種トレーニ

ングセンターを主管する。 

（４） キッズ部  

県内の JFA 公認キッズリーダーインストラクターと連携を取り、４種におけるキッズ関連事業の企画、

運営にあたる。 

（５） 広報部  

円滑な事業運営のための広報活動を行う。Web 登録業務の一次承認及び二次承認の業務を行

う。また、総会・評議員会の書記にあたり、議事録を作成する。 

（６） リーグ運営委員会 

ＪＦＡ及びＹＦＡが主催するＵ-１２リーグ、Ｕ-１１リーグ及びＵ-１０リーグ（以下「リーグ」という。）の目

的を達成するため、リーグの運営、助言、指導などにあたる。 

（７） フットサル部 

ＹＦＡフットサル委員会と連携をとり、フットサルの普及及び技術の向上に努める。 

（８） U-１２女子委員会 

   ＹＦＡの女子委員会と連携を図り、女子選手へのサッカーの普及、強化及び育成並びにサッカー

環境の整備を推進する。 

２ 特別委員会は、４種委員会の目的の達成と事業の円滑な遂行を図るため、理事会が諮問した事項に

ついて調査、検討し、理事会に報告するものとする。 

第５章 会議 

（会 議） 

第１７条 ４種委員会に総会、評議員会、理事会を置く。 

（総会、評議員会） 

第１８条 総会及び評議員会は年一回、委員長が招集し、次の事項を審議、決定する。ただし、理事会が
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必要と認めたときは、委員長が臨時総会を開くことができる。 

（１） 役員の選出及び承認。 

（２） 事業計画及び事業実績の承認。 

（３） 予算及び決算の承認。 

（４） 規約、規定の設置、改廃。 

（５） 表彰に関すること。 

２ 総会及び評議員会は、評議員をもって構成し、評議員の２／３以上の出席(委任状を含む)を要し、出

席人員の過半数をもって決する。 

３ 総会の議長は、次のとおり各地区持ち回りとし、評議員より選出する。 

 (１) 甲府地区 

 (２) 峡中地区 

 (３) 峡東地区 

 (４) 郡南地区 

 (５) 郡東地区 

 (６) 峡北地区 

（理事会） 

第１９条 理事会は、役員で構成し、総会及び評議員会で決定した事業計画の円滑な運営を図るため、

必要に応じ委員長が招集する。 

２ 理事会は次の事項を審議する。 

(１) ４種委員会組織に関すること。 

(２) 事業計画（案）及び事業実績（案）の検討、作成に関すること。 

(３) 予算（案）及び決算（案）の検討、作成に関すること。 

(４) 規約、規定の設置、改廃（案）の検討、作成に関すること 

(５) ４種委員会事業の実施、運営に関すること。 

(６) ＪＦＡ、ＹＦＡ事業に関連し、４種委員会に関わること。 

(７) その他、４種委員会の目的達成に必要な事項。 

第６章 会計 

(会 計) 

第２０条 ４種委員会の経費は、助成金、補助金、加盟団体負担金、大会参加費、協賛金、その他をもっ

て充てる。 

(会計年度) 

第２１条 ４種委員会の、会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 

第７章 補則 

(改 廃) 

第２２条 ４種委員会の規約の改廃は、理事会で検討し、総会に諮り決定する。 

附 則  

この規約は２０１４年（平成２６年）４月５日より施行する。 

改定 １９９６年（平成８年）３月、フットサル部を追加する。 

改定 １９９８年（平成１０年）３月、第８条役員の定数を改定する。 
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改定 １９９９年（平成１１年）３月、全文より会長を削除し、関係事項の整理をする。 

改定 ２０００年（平成１２年）９月、本規約を全部改定する。 

改定 ２００２年（平成１４年）４月、第８条に特別委員会に関する条項を追加する。 

改定 ２００４年（平成１６年）２月２６日、第１４条（１）の定数を改定する。 

改定 ２０１２年（平成２４年）４月７日、本規約を一部追加及び改定する。 

改定 ２０１４年（平成２６年）４月、全部改定（役割の明確化の他、表記の修正が多岐に及ぶため。） 

なお、第１５条、１６条における「U-１２リーグ委員会」の規定については、平成２７年度より適用するものと

し、平成２６年度は経過期間として既設の「U-１２リーグ運営委員会」がこれに代わるものとする。 

改定 ２０２３年（令和５年）４月８日、本規約を一部改定する。 
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慶弔規定 

 

第１条 この規定は、一般社団法人山梨県サッカー協会４種委員会の会員、役員及びその家族の慶弔

に関して定めたものである。 

第２条 この規定を受ける事由が発生したときは、本人又はその関係者は、委員長に文書又は口頭で届

け出るものとする。 

第３条 会員（４種登録チーム代表者）、役員、特任委員代表、顧問、県協会役員（理事は除く。）その他

これらに準ずる者及びその家族の死亡時の弔慰金等は次のとおりとする。 

(１) 本人 １０，０００円及び弔電又は生花 

(２) 本人の配偶者 ５，０００円 

(３) 本人の父母 ５，０００円 

第４条 会員及び役員の傷病による長期（１箇月以上のものをいう。）の入院については、理事会で協議

し、見舞金は５，０００円とする。 

第 5 条 表彰に関しては、理事会で協議し、対応する。 

附 則  

この規約は、２００２年（平成１４年）９月２０日より施行する。 

附 則  

この規約は、２０１４年（平成２６年）４月５日より施行する。 

 附 則 

この規約は、２０２３年（令和５年）４月８日より施行する。 
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４種主管大会出場に関する内規 

 

一般社団法人山梨県サッカー協会４種委員会は、２００２年度より公益財団法人日本サッカー協会が

導入した「クラブ申請」制度に対応するとともに、「キャプテンズ・ミッション」に示された「選手のプレーする

機会を増やし、大会参加にも柔軟に対応できる体制づくり」の推進を図るために、本委員会が主管する大

会への参加方法に関し、下記のように定める。この内規が、４種年代の選手の試合機会を拡大すると同

時に、個々の選手の育成に資するものとなることを期待する。 

 

(目的) 

第１条 この内規は、より多くの選手に試合機会を提供することを目的とする。 

 （チーム数） 

第２条 同一団体から出場できるチーム数は、最大２チームとする。ただし、対象となる大会に関しては、

各大会要項において定める。 

 (手続き) 

第３条 大会に２チーム参加を希望するチームの手続きについては、次のとおりとする。この場合におい

て、手続きは大会ごとに行うものとする。 

（１） 大会参加希望提出期限までに、地区理事に申告する。 

（２） 大会エントリーシステムを使用する大会においては、大会要項及びシステム管理者に従い申請を

行う。なお、システム不使用の大会においては所定のエントリー票を抽選日の前日までに各地区理

事に提出する。 

（３） 前号のエントリー票の提出時に出場費として５，０００円を各地区理事に納めるものとする。 

(参加条件) 

第４条 大会に２チーム参加を希望するチームは、それぞれのチームに２名以上の帯同指導者及び審判

員の確保、会場運営への協力その他出場に伴う義務を履行するものとする。 

２ 前項の帯同指導者は D 級以上の指導者資格を有する者とする。ただし、帯同指導者の有資格者の人

数は、大会要項の定める数とする。 

 (チーム変更等) 

第５条 第３条第１号に規定するエントリー表に記された選手、監督、コーチ及び帯同審判員は、大会期

間中において、チーム変更することはできないものとする。ただし、大会開催前に、傷病等の事情でや

むを得ず追加しなければならないときは、大会第１日までに各地区理事に申し出ること。 

２ 前項の場合において、各地区理事は委員長に報告を行った上、理事会において変更の可否を判断

するものとする。 

 (処罰) 

第６条 本規定に違反したチームは、不戦敗扱いとし、次の大会への２チーム参加を認めない。 

 (その他) 

第７条 その他必要な事項及び内規の改正に必要が生じた場合は、一般社団法人山梨県サッカー協会

４種委員会理事会に諮り、決定するものとする。 

附 則  
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この内規は、２００４年２月２６日より施行する。 

附 則 

この内規は、２０２３年（令和５年）４月８日より施行する。
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エントリー表 

大会名  

チーム名  

代表者氏名  

監督氏名  

コーチ氏名 

 

 

 

審判員氏名 

（２名以上） 
 

 選手氏名 学年  選手氏名 学年 

１   １１   

２   １２   

３   １３   

４   １４   

５   １５   

６   １６   

７   １７   

８   １８   

９   １９   

１０   ２０   

◎ 提出先：地区理事  ◎ 提出期限：組合せ抽選実施日の前日  ◎ 出場費：エントリー表提

出時に５，０００円納金 

◇２チーム出場の場合のみ提出（２チーム分） ◇チーム名の区分を明確にすること 
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登録に関する山梨県４種委員会内規 

 

一般社団法人山梨県サッカー協会４種委員会は、公益財団法人日本サッカー協会が定める加

盟チーム規則第４条に規定する登録申請に関し、必要な事項を定める。 

 

（新規登録） 

第１条 新規にチームを編成し、登録を行う場合に関し、以下のとおり定める。 

（１） 新年度に新規にチームを編成しようとする場合は、登録予定年度の前年度の１２月末まで

に属する地区の４種委員会理事に対し、新規登録・チーム組織変更に関する届出書（別記様

式）を提出するものとする。 

（2） 届出を受理した地区４種委員会理事は、４種委員長に報告するものとする。 

（3） 地区の４種委員会理事は、４種委員長の指示により、届出チームに対して２月中にヒアリン

グを実施し、届出書の内容に相違がないことを確認の上、４種委員長に報告する。 

（4） ４種委員長は、４種理事会を招集し、新規チームより届出があったことを周知し、地区協議

会等の指導協力を求める。 

（5） 年度途中での新規編成は認めない。 

 （変更登録） 

第２条 チーム組織を変更する場合に関し、以下のとおり定める。 

（1） 新年度にチームを変更しようとする場合は、変更予定年度の前年度の１２月末までに属す

る地区の４種委員会理事に対し、新規登録・チーム組織変更に関する届出書（別記様式）を

提出するものとする。 

（2） 届出を受理した地区４種委員会理事は、近隣チーム、当該地区協議会等に既登録チーム

から組織の変更の届け出があったことを周知し、４種委員長に報告するものとする。 

（3） ４種委員長は、上記の報告に基づき 1 月末日までに４種理事会を招集し、変更登録チー

ムについて周知する。 

（4） 年度途中での変更は認めない。 

 （その他） 

第３条 その他必要な事項及び内規を改正する必要が生じた場合は、４種理事会に諮り、決定す

るものとする。 

附 則  

この内規は、２００３年２月２６日より改正施行する。 

附 則 

この内規は、２０２３年（令和５年）４月８日より施行する。 

 

 

- 10 -



 別記様式   

（一社）山梨県サッカー協会４種委員会 チーム名 
 

委員長 殿 代表者氏名   

新規登録・チーム組織変更に関する届出書 

代表者氏名 
 

住 所 
〒 

 

電 話  F A X  

携 帯  E - m a i l  

指導者氏名  審 判 登 録 番 号  

 指導者登録番号  

 審 判 登 録 番 号  

 指導者登録番号  

 審 判 登 録 番 号  

 指導者登録番号  

 審 判 登 録 番 号  

 指導者登録番号  

 審 判 登 録 番 号  

 指導者登録番号  

 

所 属 地 区 地区 活 動 場 所  

登録予定選手 
※４種登録を行う予定人数 

人 
所 在 地 

 

所 属 選 手 
６年 

人 

５年 

人 

４年 

人 

３年 

人 

２年 

人 

１年 

人 

活 動 予 定 週     回      時間 

設立経過・変更理由 
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宛先：（一社）山梨県サッカー協会4種委員会

年 月 日

有 無

リーグ戦シーズン中の出場資格について

※移籍選手情報（氏名及び所属チーム名）は公式戦出場の管理上公開する場合があります。

カップ戦の出場資格について

●最初の公式戦開催日～最終の公式戦開催日の期間中
●最大3チームまで登録可能、出場は2チームまでとなります。

●大会期間中の出場は、1チームに限られます。

氏　名

通知を記載した人

連絡先

※通知は移籍先チームが選手追加登録申請と同時に地区理事宛てにエクセルデータにてご提出ください。

回

公式戦出場履歴（当該年度）

U-12リーグ

(一社）山梨県サッカー協会4種委員会では、平成29年度より選手の登録と移籍の取り扱いについて日
本サッカー協会の定める「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」によって運営されます。

移籍回数

チーム名

■JA全農杯小学生選抜大会山梨県予選

■ニッサングリーンカップ山梨県選手権

■JFA全日本U-12サッカー選手権県大会

■山梨県U-10サッカー大会

移籍理由

■年度途中移籍申請書■

フリガナ

選手名

シーズン中に出場したチーム名

リーグ戦出場

提出日

　年　 月　 日

移籍先チーム

移籍元チーム

U-10リーグU-11リーグ

年度

カップ戦出場

学　年

年　　

選手登録番号 生年月日

出場大会

前期

後期

■関東・北関東大会予選
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会場責任チーム大会運営マニュアル 

 

１ 競技のフィールド（８人制サッカー競技規則第１条を参照） 

① 表面 

安全なもの。天然芝や人工芝が望ましいが、土などでも、可とする。 

コンクリートなど競技者が転倒等により負傷しやすい表面は、認められない。 

② 大きさ 

６８m×５０m（１１人制サッカーの「競技のフィールド」の約半分、２面のフィールドが設定可能）

を推奨する。使用する試合会場の大きさによって修正することは、可とする。 

③ フィールドのマーク等 

ペナルティーエリア 

ゴールポストの内側から 12m、縦 12m 

ペナルティーマーク＝８ｍ 

ペナルティーアークの半径＝７ｍ 

ゴールエリア 

ゴールポストの内側から４m、縦４m 

センターサークルの半径＝７ｍ 

任意のマーク＝７ｍ 

交代ゾーン＝６ｍ（ハーフウェーラインの中央の仮想ラインから３m ずつ） 

④ ゴール 

Ｕ-１２年代の場合は、５m×２．１５m（少年用サッカーゴール）を推奨する。 

ゴールは、競技者が負傷しないよう安全に設置しなければならない。 

⑤ ライン幅 

１２cm 

⑥ コーナーフラッグ 

４本 

⑦ テクニカルエリア  

ライン、マーカー等により設置する。（ハーフウェイラインより１０m、タッチラインより１m 離れたと

ころに幅８m で両ベンチ前に設置する。） 

２ 会場運営 

① 予備審判及び第４の審判用として机と椅子を用意する。 

② 大会本部の位置を明確にする。 

③ プレイヤーズゾーンと観戦ゾーンを区切るため、ライン、コーン等を設置する。なお、観戦ゾ

ーンは、ベンチの反対側に設定することが望ましい。 

３ ベンチに関する点 
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① 両チーム用のベンチを設置する。（ベンチはハーフウェーラインより１０m 以上離す。） 

② ベンチワークに常に気を配り、ベンチ入り指導者及び選手の人数が大会規則どおりか否か、

指導者の発言等は適切か否かをチェックする。 

 

４ 選手証とメンバー表の取り扱い並びに帯同指導者及び帯同審判員の保有資格に関する点 

① 大会要項に基づき運営責任チームは、参加チームの１試合目のみ選手証の照合（チーム名、

氏名及び選手本人の顔写真との照合）を行い、照合が終わり次第選手証は返却する。 

② 選手証とメンバー表の提出は、試合時間３０分前とする。 

③ 大会要項に基づき運営責任チームは、帯同指導者の資格及び帯同審判員の資格を確認

する。 

 

５ チーム代表者との打ち合わせに関する点 

① 大会当日において、参加チームの代表者と必ず前記に記載された事項等の大会運営につ

いて打ち合わせを行うこと。 

② １日のうちで急きょ途中で打ち合わせる必要が生じた場合は適宜行う。 

 

６ 審判報告書に関する点 

① 主審に審判報告書を配布し、試合終了後に必要事項を記載の上、提出を求める。 

② 大会中に退場又は警告があった場合は、審判報告書に記載の上、試合結果と合わせ報告

先に提出する。 

 

７ 試合の正式記録の報告に関する点 

① 全日程終了後、試合の結果（前後半の結果も記載）を広報部長へＦＡＸ等により送付する。 

② 退場又は警告があった場合は、対戦カード・チーム名・選手名・退場警告の別を明記した審

判報告書を試合結果と合わせて広報部長へＦＡＸ等により送付する。 

③ 会場運営に関し、報告事項（大会運営上気になる点、改善を要する点等）がある場合は、大

会責任地区理事に対し、報告する。 

 

８ ユニフォームに関する点 

① 対戦チームのユニフォームの配色等に関し、試合開始前に当該試合の審判員を含めて調

整の機会を設ける。 
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公式大会におけるユニフォームの適正管理について 

 

 

一般社団法人山梨県サッカー協会４種委員会（以下「４種委員会」という。）が実施する公式大会にお

いて使用するユニフォームについては、公益財団法人日本サッカー協会が定めるユニフォーム規程によ

る。ただし、４種委員会が主管する大会においては、以下の緩和措置に準じて各大会の要項に定める規

定による。 

 

競技者の用具・ユニフォーム 

(１) 大会に登録した正・副２組のユニフォーム（シャツ、ショーツ及びソックス）を試合会場に持参し、い

ずれかを着用しなければならない。 

(２) 正・副の２色については、明確に異なる色とする。 

(３) ユニフォームのデザイン、ロゴ等が異なっていても、大会主催者が認める場合、主たる色が同系色

であれば着用することができる。 

(４) ゴールキーパーのユニフォームについて、ショーツ、ソックスはフィールドプレーヤーと同系色であ

れば着用することができる。 

(５) 審判員は、対戦するチームのユニフォームの色彩が類似しており判別しがたいと判断したときは、

両チームの立ち会いのもとに、その試合において着用するユニフォームを決定する。 

(６) 上記の場合、審判員は、両チームの各２組のユニフォームから、シャツ、ショーツ及びソックスのそ

れぞれについて、判別しやすい組み合わせを決定する。 

(７) ソックスにテープ若しくはその他の材質のものを貼り付ける又は外部に着用する場合は、ソックスと

異色であっても認める。 

(８) アンダーシャツの色は問わない。ただし、原則としてチーム内で同色のものを着用する。 

(９) アンダーショーツ及びタイツの色は問わない。ただし、原則としてチーム内で同色のものを着用す

る。 

(１０) ユニフォームのシャツの背面には参加申込の際に登録した選手番号を付けること。なお、シャツ

の前面及びショーツに選手番号を付けることが望ましい。 

(１１) ユニフォームへの広告表示については、公益財団法人日本サッカー協会第４種大会部会が別

途定める規定に基づくものでなければならず、同協会に承認された場合にのみ認められる。 
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地域大会の運営に関する指針 

 

４種委員会では、主催・主管大会について、大会の精選、運営・試合方法の適正化等に関し、取り組

みを行ってきたところであるが、地域協会が主催する大会や単位チームの主催する招待大会等の県内の

各種大会においても、選手の発育・発達段階、機会の均等を考慮した試合条件の設定や円滑で適切な

大会運営をより一層行っていただきたく、４種委員会主催・主管大会に準じて、以下の内容を提示します。

各地域における大会に反映されることを願います。 

 

1 試合時間・試合数 

（1） ５・６年生については、２０分－５分－２０分の試合時間で、１日２試合を限度とし、３試合行わなけ

ればならない場合は、全試合を１５分－５分－１５分とすることが望ましい。 

（2） ４年生以下については、１５分－５分－１５分の試合時間で、１日２試合を限度とし、３試合行わな

ければならない場合は、同一選手が３試合のすべての時間に出場することがないように配慮すること

が望ましい。 

（3） 選手の登録人数や交代人数については、大会の主旨に基づき適切に規定することが望ましい。 

 

２ 健康・安全への配慮 

（１） 相手の身体に損傷を与えるようなラフプレーは、絶対に行わないように常に指導する。（フェアプ

レーの指導の徹底） 

（２） 暑熱下の大会では、「熱中症対策ガイドライン（大会／試合を行う上でのガイドライン）に基づく

YFA４種委員会通達」を遵守し、選手の熱中症を予防するため、飲水タイムやクーリングブレイクの

採用、大会実施可否も含め大会運営を行うこと。 

 

３ べンチの指導者数・指示等 

（１） ベンチに入ることができる指導者の数は２名以上３名以内とすることが望ましい。 

（２） 選手に指示を与える指導者は、特定された１人に限定しなくてよいが、同時に複数の指導者が指

示を与えることがないよう、節度ある態度をとるようにする。 

 

４ 審判 

（１） ２名以上の審判員を帯同することが望ましい。 

（２） 上下審判着を着用し、適正で威厳のあるゲームコントロールを行うよう務める。 

 

５ 指導者・応援者の態度等 

（１） 指導者は、心身とも重要な発育・発達期にある子供の指導にあたっているという自覚のもとに、責

任ある態度で選手の指導に臨むよう心がける。 

（２） プレーヤーズエリアと観戦席は明確に区分することが望ましい。 
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JFA 及び YFA にて定める選手の生命を守るガイドライン等について 

 

一般社団法人山梨県サッカー協会 4 種委員会及び協会所属チームは、選手の成長のためサッカー環

境の整備、サッカー技術の向上、人としての成長の一役としての組織を目指すことを目的とする。 

上記を達成する前提として、選手はもとより指導者、保護者を含めたサッカーファミリーの生命を守り、

一切の暴力を認めず、安全を担保し、安心を提供できる組織を目指すことから、公益財団法人日本サッ

カー協会及び一般社団法人山梨県サッカー協会において定めるガイドラインを遵守するものとする。 

なお、下記にガイドラインを列挙するが、気候変動、社会情勢、医療技術・情報技術の高度化等は目ま

ぐるしく変化していることから、各所属チームは最新の通知、通達、ガイドライン等を参照するものとする。 

 

一般社団法人山梨県サッカー協会４種委員会 

 

 

JFA 及び YFA にて定める選手の生命を守るガイドライン等 

 ・ 熱中症対策ガイドライン（大会／試合を行う上でのガイドライン)に基づく YFA4 種委員会通達 

 ・ 大規模地震の際の対応について（ＹＦＡ策定） 

 ・ 熱中症対策ガイドライン（ＪＦＡ策定）※ 

 ・ 熱中症ガイドラインについて【ＦＡＱ】（ＪＦＡ策定）※ 

 ・ サッカー活動中の落雷事故の防止対策についての指針（ＪＦＡ策定）※ 

 ・ スポーツ界における暴力行為根絶宣言 

 

※ 最新版は、次のサイトを参照 https://www.jfa.jp/about_jfa/policy_rule/ 
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説明（取り扱い目安）

本部（運営者）の責務 参加チームの責務

企画段階での準備を規定している。

大会/試合を開催しようとする期間の各会場（都市）における、過
去5年間の時間毎のWBGTの平均値を算出し、その数値によって
大会/試合スケジュールを設定する。必要に応じて、試合時間を調
整して早朝や夜間に試合を行う、ピッチ数を増やす、大会期間を
長くするなどの対策を講じる。

・大会／試合企画時点で準備を行う
必要がある。
・練習試合等（トレーニングを含む）
を行う場合にも考慮することを示唆
している。

●企画段階において過去の
データを調べ、規制基準に
沿った大会レギュレーション
等を設定するとともに、必要
に応じた措置を講じること。

●参加を決定した段階にお
いて過去のデータを調べ、必
要に応じた適切な対応参加
準備を行うこと。
（チームにおける最大限の対
応を行う責務）

※過去のWBGT値は環境省『熱中症予防情報サイト
http://www.wbgt.env.go.jp/record_data.php）』からダウンロードで
きる。

・過去の気温、WBGT値などのデー
タを確認することができる。

●7～9月の大会／試合では
必須責務とする。（他月にお
いても想定される場合はこれ
に準ずる）

●チームとして、年間を通
じ、常に選手の体調管理、熱
中症予防等に取り組むこと。

●指導者、チームへの予防
教育を実施すること。

■
WBGT=31℃以上となる時刻に、試合を始めない。(キックオフ時
刻を設定しない。)

・大会日程に余裕を持って調整の可
能にすること。　　（FAQ2-⑥参照）

■
WBGT=31℃以上となる時刻が試合時間に含まれる場合は、事
前に『JFA 熱中症対策※1<A>+<B>』を講じた上で、試合日の前
日と翌日に試合を行わないスケジュールを組む。

■ WBGT=28℃以上となる時刻が試合時間に含まれる場合は、事
前に『JFA 熱中症対策※1<A>』を講じる。

▽ クーラーが無い体育館等の屋内で試合を行う場合も、上記と同じ
基準で対策を講じる。

・フットサルの場合等の取り扱いを
示唆。

●フットサルにおいても同様
の配慮が必要。

●体育館内での対応を理解
しておくこと。

▽ 屋根の無い人工芝ピッチで試合を行う場合は、天然芝等に比べて
WBGT 値の上昇が見込まれるため、上記の値から-3℃した値を
基準とする。

▽ WBGT=28℃以上となる時刻は、屋根の無い人工芝ピッチは原則と
して使用しないとする『JFA熱中症対策※1<A>+<B>』を講じなけれ
ばならないため、使用不可とする。

▽ WBGT=25℃以上となる時刻が試合時間に含まれる場合は事前に
『JFA 熱中症対策※1<A>』を講じる。

〈A〉〈B〉実施について理解すること。

〈A〉 ・WBGT=25℃以上で講ずる措置。

① ベンチを含む十分なスペースにテント等を設置し、日射を遮る。

※全選手/スタッフが同時に入り、かつ氷や飲料等を置けるス
ペース。
※スタジアム等に備え付けの屋根が透明のベンチは、日射を遮
れず風通しも悪いため使用不可。

② ベンチ内でスポーツドリンクが飲める環境を整える。

※天然芝等の上でも、養生やバケツの設置等の対策を講じてス
タジアム管理者の了解を得る。

③ 各会場にWBGT 計を備える。

④ 審判員や運営スタッフ用、緊急対応用に、氷・スポーツドリンク・
経口補水液を十分に準備する。

●審判等への配慮を行うこ
と。

⑤
観戦者のために、飲料を購入できる環境(売店や自販機)を整え
る。

・観戦者への注意喚起を行うこと。
●観戦者等への注意喚起を
行うこと。

●チーム内での熱中症予防
の啓発、注意喚起を行うこと

⑥
熱中症対応が可能な救急病院を準備する。特に夜間は宿直医
による対応の可否を確認する。

・救急病院を確認しておくこと。
●当日の救急医療機関を確
認し、本部内対応担当者を
決めておくこと。

●当日の救急医療機関を確
認し、チーム内対応を決めて
おくこと。

⑦ [Cooling Break※2]または飲水タイムの準備をする。 ●規定基準に基づきCooling
Break実施を決定し、各チー
ム、審判に通告すること。

●Cooling Breakの準備、ス
ムーズな実施に協力するこ
と。（選手、保護者への周
知、教育を行うこと）

〈B〉 ・WBGT=31℃以上で講ずる措置。

⑧ 屋根の無い人工芝ピッチは原則として使用しない。 ・原則不使用を示唆

⑨ 会場に医師、看護師、BLS（一次救命処置）資格保持者のいずれ
かを常駐させる。

・救急病院の把握、対応体制を準備
しておくこと。

●当日の救急医療機関を確
認し、本部内対応担当者を
決めておくこと。

●当日の救急医療機関を確
認し、チーム内対応を決めて
おくこと。

●緊急時の対応マニュアル
を作成し、本部内に設置する
と共に、参加チームに対応を
周知しておくこと。

●選手保護者の連絡先等を
把握し、緊急時の処置等を
必ず報告すること。

⑩
クーラーがあるロッカールーム、医務室が設備された施設で試合
を行う。

・日影の休憩所を確保すること。
●日影の休憩所、緊急時の
氷を用意すること。

当日の対応を規定している。

● 各会場にWBGT計を準備し、計測した数値により対策を講じる。 ・WBGT値の計測の義務化を規定し
ている。

●大会本部にWBGT計の用
意し、計測、記録するするこ
と。

●チームにおいてWBGT計を
携帯し、チーム内で熱中症
予防対応を行うこと。

●ベンチ内環境（飲水等）に
ついて、会場管理者への確
認、折衝を行うこと。

●大会日程についてチーム
内（保護者を含む）で十分理
解して大会・試合に臨むこ
と。
●日程調整の意図を理解
し、選手の休養について配慮
すること。

●人工芝の危険度を理解
し、休憩スペースへのテント
設置等（日陰の確保）を行う
こと。

●人工芝で行う場合の避難
所確保、休憩スペースの確
保を事前に行うこと。　（でき
ない場合は使用しない）

・1日2試合以内としているが、1日の
中でも時間帯を調整できること。

・やむを得ず試合を行う際の措置と
して、試合日の前日と翌日を休養日
として体調を整えること。（FAQ2-
⑦）

　年々夏季の暑さが厳しくなっている昨今の状況を考慮し、「熱中症対策<ガイドライン（2016年3月10日公益財団法人 日本サッカー協会）」を遵守するとともに、熱中
症や選手の体調管理等の知識、対策をあらためて確認し、熱中症が選手の生命にかかわることを十分に認識した上で大会・試合の運営やチームの指揮・監督、日
常の指導に携わるよう、全ての指導者、チーム関係者に周知徹底するよう通達します。

熱中症対策ガイドライン（大会／試合を行う上でのガイドライン)

『JFA 熱中症対策』　※1

・計画時点で状況把握を行うと共
に、準備を十分に行うこと。テント設
置については、強風等の対策につ
いても考慮すること。

・試合会場において十分なテント設
備を設けること。
（日射が遮られて風通しが良いも
の、かつCooling Breakで全ての選
手・スタッフが入れて氷・ドリンク等
が置ける大きさ）　　（FAQ3-②）

【大会/試合実施時の規制（当日の対応）】

【大会/試合スケジュールの規制(事前の準備)】

　【規制基準】（事前準備）

・｢屋根のない人工芝｣では、避難所
を設置し、十分な休憩スペースが確
保されていること。　　　（FAQ3-⑫）
・屋根のない人工芝の危険度が高
いことを示唆。

●ベンチ内での飲水等に必
要な用具等は各チームで準
備すること。
（例）ブルーシート、噴霧器、
バケツなど

●会場設営の際、ベンチテン
トが設置できるよう配慮する
こと。

●ベンチテントは、各チーム
の責任で用意し、設置するこ
と。
（例）簡易テント×２張

　　　2016.6.3

熱中症対策ガイドライン（大会／試合を行う上でのガイドライン)に基づくYFA4種委員会通達

【対象試合等】　山梨県サッカー協会4種委員会及び4種登録チームが開催（主催、主管）、参加する全ての大会/試合、また、全てのチーム活動

山梨県サッカー協会４種委員会指針

●大会日程の分割、延期等
を可能とする日程の設定を
行うこと。
●試合日の日程に時間帯調
整を考慮すること。
●連続した日程での開催を
避けること。

山梨県サッカー協会４種委員会
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① 必ずピッチ上で、WBGT計の黒球が日影にならないように計測す
る。計測時のWBGT計の高さは、プレーする選手の年齢の平均
身長の2/3とする。

●WBGT計を必ず用意し、計
測役員を事前に決定しておく
こと。

（例.小6男子の場合、145.1cm×2/3=97cm） （FAQ4-③）
●FAQ4-③の平均身長を参
考とすること。

②
計測する時間はできる限り試合開始の直前、かつロッカーアウト
するまでに両チームに対応方法を伝達できるタイミングとする。

●試合日程の中で事前に計
測時間等を予定し、計測値を
公開すること。

③ 試合中もピッチに近い場所で計測し続け、数値を把握する。
●計測記録を記入しておくこ
と。

④ ハーフタイム時(できる限り後半開始の直前)の数値により後半の
対応方法を決定し、両チームに伝達する。

※原則として、前後半のプレー中に数値が変わっても対応方法
の変更はしない。

■ WBGT=31℃以上の場合は、試合を中止または延期する。

やむを得ず行う場合は『JFA熱中症対策※1<A+B >』を講じた上
で、[Cooling Break※2]を行う。
※中止や延期の判断は、試合前またはハーフタイム時に行うこと
とし、前後半のプレー中に試合を中止・延期はしない。試合前は大
会の主催者または主管者、もしくはその代行者が必要に応じて主
審と協議の上で判断し、ハーフタイム時は主審が大会の主催者ま
たは主管者、もしくはその代行者と協議の上で判断する。

※大会主催者は、中止や延期となった場合の対策や当該試合の
取扱いについて予め規定しておくこと。

■
WBGT=28℃以上の場合は、『JFA熱中症対策※1<A>』を講じた
上で、以下の対応を行う。

1･2種…[Cooling Break※2] または[飲水タイム]を行う。

3･4種…[Cooling Break※2]を行う。

また、『JFA熱中症対策※1<A+B>』を講じた場合は、全ての種別に
おいて[Cooling Break※2] または[飲水タイム]を推奨することとす
る。

■
WBGT=25℃以上の場合は、3･4種の試合は『JFA熱中症対策※
1<A>』を講じた上で、以下の対応を行う。

3種…[飲水タイム]を行う。

4種…[Cooling Break※2] または[飲水タイム]を行う。

▽ 体育館等の屋内でフットサル等の試合を行う場合も、上記と同じガ
イドラインを適用する。ただし、同じWBGT値でも屋外に比べて熱
射・輻射が少ないが高湿度傾向にあるので、除湿機の設置や風
通しを良くするなどの対策を講じる必要がある。また、建物自体に
熱がこもるため日没後もWBGT値が下がりにくい傾向があることに
も注意すること。

●フットサルにおいても同様
の配慮が必要。

▽ フットサルやビーチサッカー、８人制サッカーのような「自由な交
代」が可能な試合についても、ガイドラインに沿って[Cooling
Break]や[飲水タイム]を設定する。

①

②

③

<留意点>

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

（参考… 飲水タイム）

前後半1回ずつ、それぞれの半分の時間が経過した頃に3分間の[Cooling Break]を設定し、選手と審
判員は以下の行動をとる。

[Cooling Break]　※2

日影にあるベンチに入り、休む。

氷・アイスパック等でカラダ(頸部・脇下・鼠径部)を冷やし、必要に応じて着替えをする。

水だけでなくスポーツドリンク等を飲む。

原則として試合の流れの中で両チームに有利・不利が生じないようなアウトオブプレーの時に、 主審が
判断して設定する。

戦術的な指示も許容する。

チームが、カラダを冷やすための器具を持ち込む際は、事前に大会運営責任者の了解を得る。

審判員は[Cooling Break]の時間を遵守するため、試合再開時には選手に速やかにポジションに戻るよ
うに促すと同時に、出場選手の確認を行う。

サブメンバーは出場メンバーとの識別のため必ずビブスを着用する。運営担当者は試合再開時に出場
メンバーの確認について審判員をサポートする。

[Cooling Break]に要した時間は「その他の理由」によって費やされた時間として前後半それぞれの 時間
に追加される。

[Cooling Break]を設定する場合は試合前またはハーフタイム時のロッカーアウトまでに両チームに伝達
する。また、WBGT値に応じて、前半と後半の対応が異なる場合がある。

●実施方法、留意点を確認
し、実施できる環境を整える
とともに、実施について審
判、チームに周知すること。

●実施方法についてチーム
内（保護者含む）に周知する
とともに、効果的なものとな
るよう各チームの責任で準
備を行うこと。

飲水タイムとは別に、従来どおり、ボールがアウトオブプレーのときにライン上で飲水できる。

前後半それぞれの半分の時間を経過した頃、試合の流れの中で両チームに有利、不利が生じないようなボールがアウトオブプレーの時に、主審が選手に指示を出して全
員に飲水をさせる。もっとも良いのは中盤でのスローインの時であるが、負傷者のための担架を入れた時や、ゴールキックの時も可能である。

選手はあらかじめラインの外に置かれているボトルをとるか、それぞれのチームベンチの前でベンチのチーム関係者から容器を受け取って、ライン上で飲水する。

主審、副審もこの時に飲水して良い。そのために第４の審判員席と、第２副審用として反対側のタッチライン沿いにボトルを用意する必要がある。

スポーツドリンク等、水以外の飲料の補給については、飲料がこぼれて、その含有物によっては競技場の施設を汚したり、芝生を傷めたりする恐れもある。大会主催者が水
以外の持ち込み可否及び摂取可能エリアについて、使用会場に確認をとって運用を決定するので、その指示に従って、飲水する。

飲水タイムは30秒から１分間程度とし、主審は選手にポジションにつくよう指示してなるべく早く試合を再開する。飲水に要した時間は、「その他の理由」により空費された時
間として、前、後半それぞれに時間を追加する。

時間の経過にともなって環境条件がかなり変わった場合は、飲水を実施するかしないかの判断をハーフタイムに変更してよい。

飲水を行う場合は、試合前（あるいはハーフタイム時）に両チームにその旨を知らせる。

飲水タイムは、あくまでも飲水のためである。

●山梨県４種委員会では、
WBGT=25℃以上の場合には
Cooling Breakを実施するこ
と。

●Cooling Breakの準備、ス
ムーズな実施に協力するこ
と。（選手、保護者への周
知、教育を行うこと）

●本部の計測値に基づく決
定、指示に従うこと。
（熱中症予防の重要性を理
解し、選手の健康を最優先
する。）

●計測値に基づく中断等の
決定方法について、事前に
決定し各チームに周知する
こと。

●計測値に基づく中断等の
決定方法が示された場合、
チーム内（保護者を含む）に
周知すること。

●中止、延期の対策や当該
試合の取扱いについて規定
しておくこと。

●中止、延期の対策や当該
試合の取扱いについて確認
しておくこと。

（参考）
①再試合
②中止時点からの再試合
③中止時点での試合成立な
ど
＊大会日程中での調整
＊延期の場合の措置
＊中止の場合の措置
＊会場使用の対応

●規定基準に基づきCooling
Break実施を決定し、各チー
ム、審判に通告すること。

［WBGT値計測方法］

・判断は、主催者（主管者）
　（FAQ5－②）

・試合前、ハーフタイム時に中止や
延期とした場合の対策や当該試合
の取扱いについて予め規定しておく
こと。
①再試合
②中止時点からの再試合
③中止時点での試合成立など
＊大会日程中での調整
＊延期の場合の措置
＊中止の場合の措置
＊会場使用の対応
　（FAQ5－③）

　【規制基準】当日
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大規模地震の際の対応について 

 

大規模地震が発生した場合は、まず子供たちの安全確保を第一優先に考える事がサッカー関係者の

役目です。サッカー関係者とは、チーム指導者・審判員・会場運営責任者など広義になります。 

大会の開催場所が多岐にわたり、それぞれの会場によって避難場所等が違う事も想定されます。必ず

各会場における①一時避難所、②避難地、③待避所の確認をしておいて下さい。 

いずれにしましても、震度レベル、周辺の状況等の情報を速く得て、迅速かつ、適切に行動することが

大事です。 

 

下記に震度レベルに応じた対応を示します。 

 

【震度 5 弱以上】 

震度 5 弱以上の場合、強い揺れのため立つことも歩くこともできません。強い揺れは、数十秒間続きま

す。東日本大震災では、長い所では 3 分近くも揺れました。本震が終わっても、まもなく大きな余震が起こ

る事も予想されます。 

① 直ちに試合を中止し、建物・照明塔に近づかずグラウンド中央に避難する。例えば、主審は大きく

笛を吹くなどして試合を中止しグラウンド中央に選手を集めます。サッカーゴールが転倒するかもし

れません。 

② サッカー関係者は建物及び周辺の状況又地震の規模をラジオ等で確認し、待機を促がします。 

③ チーム責任者は選手の人数を把握し、同じ場所に待機させる。 

④ 被災状況によっては、グラウンドが最終避難場所となり、そこで選手の安全を確保します。 

⑤ ある程度の時間が過ぎ、安全であると確認出来たらチーム毎に帰宅させる。 

■ 大会中に震度 5 弱以上の地震が起きた場合、各地域での震度レベルが違う場合もありますが、大

会を中止にします。 

■ 大会前（早朝）に震度 5 弱以上の地震が起きた場合、各地域での震度レベルが違う場合もありま

すが、大会を中止にします。 

● 各地域の災害状況及び交通状況をラジオ等で情報を得る事も必要です。 

● 非難の鉄則＜押さない・走らない・しゃべらない＞を徹底して下さい。 

 

【震度 4 及び震度 3】 

余震の可能性があります。震度レベルにこだわらず、事後の状況を判断し、落ち着いて行動するように

しましょう。 

① 直ちに試合を中止し、建物・照明塔に近づかずグラウンド中央に避難する。例えば、主審は大きく

笛を吹くなどして試合を中止しグラウンド中央に選手を集めます。サッカーゴールが転倒するかもし

れません。 

② サッカー関係者は建物及び周辺の状況又地震の規模をラジオ等で確認し、待機を促がします。 

③ チーム責任者は選手の人数を把握し、同じ場所に待機させる。 

④ ある程度の時間を要し、周辺の状況及び余震を確認し、周辺の異常がなければ試合を再開させる。 
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⑤ その後再び地震が起きる様な事があれば、大会を中止し帰宅させる。 

● 各地域の災害状況及び交通状況をラジオ等で情報を得る事も必要です。 

● 非難の鉄則＜押さない・走らない・しゃべらない＞を徹底して下さい。 

※ 4 種大会のみならず、各チームの日頃の練習会場においても適切な対応をお願い致します。 
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スポーツ界における暴力行為根絶宣言 

 

 １ 指導者  

● 指導者は、スポーツが人問にとって貴重な文化であることを認識するとともに、暴力行為がスポーツの

価値と相反し、人権の侵害であり、全ての人々の基本的人権であるスポーツを行う機会を奪うことを自

覚する。 

 

● 指導者は、暴力行為による強制と服従では、優れた競技者や強いチームの育成が図れないことを認

識し、暴力行為が指導における必要悪という誤った考えを捨て去る。 

 

● 指導者は、スポーツを行う者のニーズや資質を考慮し、スポーツを行う者自らが考え、判断することの

できる能力の育成に努力し、信頼関係の下、常にスポーツを行う者とのコミユニケーションを図ることに

努める。 

 

● 指導者は、スポーツを行う者の競技力向上のみならず、全人的な発育・発逹を支え、21 世紀におけ

るスポーツの使命を担う、フェアプレーの精神を備えたスポーツパーソンの育成に努める。 

 

 ２ スポーツを行う者  

● スポーツを行う者、とりわけアスリートは、スポーツの価値を自覚し、それを尊重し、表現することによっ

て、人々に喜びや夢、感動を届ける自立的な存在であり、自らがスポーツという世界共通の人類の文

化を体現する者であることを自覚する。 

 

● スポーツを行う者は、いかなる暴力行為も行わず、また黙認せず、自己の尊厳を相手の尊重に委ね

るフェアプレーの精神でスポーツ活動の場から暴力行為の根絶に努める。 

 

 ３ スポーツ団体及び組織  

● スポーツ団体及び組織は、スポーツの文化的価値や使命を認識し、スポーツを行う者の権利・利益の

保護、さらには、心身の健全育成及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に取り組む

責務がある。そのため、スポーツにおける暴力行為が、スポーツを行う者の権利・利益の侵害であること

を自覚する。 

 

● スポーツ団体及び組織は、運営の透明性を確保し、ガバナンス強化に取り組むことによって暴力行

為の根絶に努める。そのため、スボーツ団体や組織における暴力行為の実態把握や原因分析を行

い、組織運営の在り方や暴力行為を根絶するためのガイドライン及びプログラム等の策定、相談窓口

の設置なビの体制を整備する。 
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リスペクト・フェアプレー宣言 

 

一般社団法人山梨県サッカー協会４種委員会では、主管大会はもとより、日常のサッカ

ー活動全般にわたって、リスペクト・フェアプレー精神の涵養を目指します。選手はもとより、

指導者、保護者、審判員、大会役員など、サッカーに関わる全ての人により目的達成のため

に努力を続けましょう。 

 

（一社）山梨県サッカー協会 4 種委員会    

 

リスペクト宣言 

 

日本サッカー協会、Ｊリーグでは、リスペクトの本質を、常に全力を尽くしてプレーすること、

そしてそれはフェアプレーの原点であるととらえています。仲間、対戦相手、審判、指導者、

用具、施設、保護者、大会関係者、サポーター、競技規則、サッカーというゲームの精神、

それらサッカーを取り巻くあらゆるいろいろな関係の中でとらえていきたいと考え、「大切に思

うこと」としました。 

「フェアで強い日本を目指す」。リスペクトは、世界からも認められた日本が誇る価値です。

日本人らしさを出して戦っていくことが大事です。それがサッカー、スポーツの価値を高めて

いくことにつながります。こういったことはまさに今の社会に必要なことです。社会からサッカ

ーが尊敬され、サッカーが文化となる。サッカーから、スポーツ、そして日本社会にこういった

価値観を広めていきたいと考えています。 

 

フェアプレーとは 

 

１ 

 ルールを正確に理解し、守る 

フェアプレーの基本はルールをしっかりと知った上で、それを守ろうと努力す

ることである。 

   

２ 

 ルールの精神：安全・公平・喜び 

ルールは、自分も他人もけがをしないで安全にプレーできること、両チーム、

選手に公平であること、みんなが楽しくプレーできることを意図して作られて

いるのである。 

   

３ 

 レフェリーに敬意を払う 

審判は両チームがルールに従って公平に競技ができるために頼んだ人であ

る。人間である以上ミスもするだろうが、最終判断を任せた人なのだから、審

判を信頼し、その判断を尊重しなければならない。 

   

４ 

 相手に敬意を払う 

相手チームの選手は「敵」ではない。サッカーを楽しむ大切な「仲間」である。

仲間にけがをさせるようなプレーは絶対にしてはならないことである。 
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JFA サッカー行動規範 

 

１ 

 最善の努力 

どんな状況でも、勝利のため、またひとつのゴールのために、最後まで全力

を尽してプレーする。 

   

２ 
 フェアプレー 

フェアプレーの精神を理解し、あらゆる面でフェアな行動を心がける。 

   

３ 
 ルールの遵守 

ルールを守り、ルールの精神に従って行動する。 

   

４ 

 相手の尊重 

対戦チームのプレーヤーや、レフェリーなどにも、友情と尊敬をもって接す

る。 

   

５ 
 勝敗の受容 

勝利のときに慎みを忘れず、また敗戦も、誇りある態度で受け入れる。 

   

６ 
 仲間の拡大 

サッカーの仲間を増やすことに努める。 

   

７ 
 環境の改善 

サッカーの環境をより良いものとするために努力する。 

   

８ 
 責任ある行動 

社会の一員として、責任ある態度と行動をとる。 

   

９ 
 健全な経済感覚 

あらゆる面で健全な経済感覚のもとに行動する。 

   

10 

 社会悪との戦い 

薬物の乱用・差別などのスポーツの健全な発展を脅かす社会悪に対し、断

固として戦う。 

   

11 
 感謝と喜び 

常に感謝と喜びの気持ちをもってサッカーに関わる。 
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グリーンカード制度 

 

ＪＦＡは、U-１２（４種）年代以下の試合において、グリーンカードの積極的活用を奨励して

います。 

サッカーは人生の学校です。この素晴らしいゲームは、楽しいばかりでなく、感情を呼び

起こすものです。 

負けた時には悲しみと涙、勝ったときには歓びと祝祭。サッカーは教師です。サッカーは

少年少女に人生の徳と価値を学ぶ機会を与えます。 

 

● チームとしてともに努力すること 

● フィールド上で互いに助け合うこと 

● 常にフェアプレーを示すこと 

● 良いスポーツマンシップを示すこと 

● 怪我をした者を助け共感を示すこと 

● 敗者も勝者も称えること 

● 対戦相手、チームオフィシャル、レフェリーに敬意を払うこと 

 

これらの価値感は全て家庭や共同体のメンバーの中での日常の生活にもあてはまるもの

です。 

サッカーは、プレーヤーの身体面、社会面、心理面の要素の発達を助けます。ゲーム世

界中で毎日ひっきりなしに、無数の試合がプレーされています。その大多数は楽しみのため

のものです。レフェリーは、試合のルールの守り手です。 

レフェリーは、ルールが尊重され全員がゲームを楽しめるようにします。レフェリーにはイ

エローカードとレッドカードを使って、その行為がルールにどの程度、違反しているということ

をプレーヤーに伝えることを任務として与えられています。これらのカードは、ある特定の選

手等のネガティブな行動が、フェアではなく、どの程度許されないか、ということを説明するた

めに示されるものです。 

レフェリーはそれらを示し、フィールド上で ２２名のプレーヤー全員に対しフェアとなるよう

に努めています。ポジティブな教育こどもたちがサッカーを始めたときから、我々は彼等にス

キルを教えるとともに、「してはいけないこと」も教えます。 時として、トレーニングや試合でし

てはいけないことの方に注意が払われることが見受けられますが、彼らがポジティブなことを

したら賞賛や感謝を示すべきです。これが、グリーンカードの背景にある考え方です。 

 

グリーンカードの意味は以下の通りです。 

 

● それは良い行動である。その調子で続けなさい。 

● ポジティブな行動を再確認、再強化する。 

● ポジティブな教育である。 

● 認め、感謝し、もっとやるよう励ます。 

● 他の人が見本とすべき手本である。 

● ファンやオフィシャルもあなたの行動を認め評価している。 
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● グリーンカードは以下のような行為に対して提示されます。 

● 怪我をした選手への思いやり 

● 意図していないファウルプレーの際の謝罪や握手 

● 自己申告（ボールが境界線を出たとき：スローイン、ＣＫ、ＧＫ、ゴール） 

● 問題となる行動を起こしそうな味方選手を制止する行為 

● 警告も退場も受けず、ポジティブな態度を示す。 

（レフェリーは試合終了の笛を吹く際に、チームベンチに向かってカードを提示する。） 

 

ＪＦＡはグリーンカードの積極的活用を通じて、フェアプレーを広めていきます。 
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